
 

 

 

第６ ハロゲン化物消火設備 
 

１ 設置方法等 

ハロゲン化物消火設備を設置する場合は、原則として全域放出方式とすること。 

２ 貯蔵容器置場 

第５不活性ガス消火設備２（１）、（２）及び（４）アに準ずるほか、次によること。 

（１）貯蔵容器置場の出入口には、「ハロゲン化物（消火剤名）消火設備貯蔵容器置場」及

び「立入禁止」の表示をすること。 

（２）貯蔵容器には、次の表示を設けること。 

（注）最高使用圧力については、加圧式に限り表示すること。 

 

３ 音響警報装置 

第５不活性ガス消火設備５に準ずること。 

４ 起動装置 

（１）自動式の起動装置 

ア 感知器は、当該消火設備専用のものとし、防護区画ごとに警戒区域を設定すること。 

イ 感知器の種別は熱式のものとし、規則第 23条第 4項の例により設置すること。 

ウ 感知器は、検定品を使用すること。 

（２）手動式の起動装置 

手動式の起動装置は、第５不活性ガス消火設備４（３）に準ずること。 

５ 保安措置 

第５不活性ガス消火設備７（１）、（４）から（７）及び（９）に準ずるほか次による

こと。 

（１）全域放出方式の防護区画の外側には、次の例のような表示を主要な出入口扉等の見や

すい位置に設けること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きさ：縦 20㎝以上、横 30㎝以上 地色：グレー 文字色：緑 

  



 

 

（２）全域放出方式の防護区画内には、見やすい位置に次の例のような表示を設けること。 

ア 音響警報装置が音声の場合 
   

 

 

 

 

 

   

 
大きさ：縦 20 ㎝以上、横 30㎝以上 地色：グレー 文字色：緑 

 

 

イ 音響警報装置がサイレン、ベル等の場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

大きさ：縦 27㎝以上、横 48㎝以上 地色：黄 文字色：黒 文字：2.5㎠以上 
音響警報装置がベルの場合は、文中の「サイレン」を「ベル」と書き替えるものとする。 

 

 

６ 全域放出方式の防護区画 

第５不活性ガス消火設備８に準ずること。 

７ 排出措置 

第５不活性ガス消火設備 11に準ずること。 

８ 使用抑制等 

ハロン消火剤については消火性能に優れ、人体に対する安全性が高い特性がある反面、

オゾン層を破壊する特定物質に指定されていることから、クリティカルユース（必要不可

欠な分野における使用）に該当し、他の消火設備によることが適当でない場合に設置する

ことを原則とする。なお、クリティカルユースの判断基準については、下記の通知による。 

 ＜平成 13年 5月 16日消防予第 155号・消防危第 61号   

ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について＞ 

 ＜平成 26年 11月 13日消防予第 466号・消防危第 261号   

「ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」の一部

改正について＞ 



 

 

 
 



 

 

 
 

 


